
別紙１

保険料率(被保険者均等割額、所得割率)について

○保険料は、被保険者一人ひとりにかかります。

○被保険者均等割額　　　　　４３，１４３円

○所得割率　　　　　　　　　　　　　９．６３％

○一人当たり平均保険料　　　８６，２８０円（軽減後　７３，８７６円）

○計算方法

保険料

被保険者均等割額

＋

所得割額

＝
４３，１４３円

被保険者の総所得
金額等(※)から３３万
円を差し引いた金額

× 9.63%

※　収入から必要経費(給与所得控除額、公的年金等控除など)を差し引いたものです。

※　端数については、最終の賦課計算時に整理する予定です。

○保険料の上限額は、５０万円となります。

○保険料の軽減

総所得金額等が下記金額以下の世帯 軽減割合

３３万円 ７割

３３万円＋２４．５万円×当該世帯に属する被保険者数(被保険者
である当該世帯主を除く)

５割

３３万円＋３５万円×当該世帯に属する被保険者数 ２割

※　総所得金額等とは、例えば、公的年金のみの収入の場合は、その収入額から公的
年金等控除を差し引いた額のことをいいます。ただし、軽減判定については、６５歳以
上の方の公的年金所得については、これからさらに１５万円差し引いた額で判定しま
す。

※　なお、世帯主の方が後期高齢者医療制度の被保険者の方でない場合でも、その
方の所得は軽減判定の際の対象となります。

○後期高齢者医療保険料所得階層別一覧(参考資料１参照)

○後期高齢者医療保険料と国民健康保険料(税)との比較(参考資料２参照)
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